
DPC制度（急性期入院医療の定額報酬算定）の見直し等② 
機能評価係数Ⅱの見直し（病院群別・評価体系の導入と評価項目の拡充） 

 ■急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割の分析・評価を推進 
  DPC対象病院について、外来診療に係るデータの提出に対応 

  （新） 機能評価係数Ⅰ データ提出加算２ 

  DPC対象病院以外の急性期病院について、DPCフォーマットデータの提出を評価 
（新） データ提出加算１ イ（200床以上）  １００点、 ロ（200床未満）  １５０点（入院診療のみ提出）（退院時一回） 
（新）             ２  イ（200床以上） １１０点、 ロ（200床未満）  １６０点（入院診療と外来診療を提出）（退院時一回） 

 

DPCデータ提出評価の充実 

 ■病院群別・評価体系の導入による機能分化の推進 
 「複雑性」「カバー率」「地域医療」の群別評価と病院群の特性に応じた評価基準の導入  
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 【例１】「地域医療」の救急医療体制評価指数： 
      Ⅰ・Ⅱ群は救命救急センターを重点評価 
      Ⅲ群は二次救急輪番への参加を重点評価 

 【例２】「カバー率」：Ⅲ群は専門診療に配慮 
■評価項目の拡充 
 （新）地域医療貢献の定量評価指数を導入 
               （地元医療圏の患者割合） 
 （改）体制評価指数の見直し 
    ・７項目⇒１０項目に拡充（評価上限も設定） 
    ・ポイント評価で一定の実績を考慮 
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一般病棟（13:1，15:1）における長期療養患者の実態に合わせた評価体
系の見直しを行い、より適切な医療機関の機能分化を推進する。 
 
① 90日を超えて入院する患者を対象として、療養病棟と同等の報酬体

系（医療区分及びADL区分を用いた包括評価）とする。 
② 90日を超えて入院する患者を対象として、出来高算定とするが、平均

在院日数の計算対象とする。 
 
①、②の取扱いについて、病棟単位で、医療機関が選択することとする。 

慢性期入院医療の適切な評価 

一般病棟における長期療養の適正化 
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医療提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価 

自己完結した医療提供をしており、医療従事者の確保等が困難かつ医療機関が少ない２次
医療圏及び離島にある医療機関について、評価体系を見直し、地域医療の活性化を促す。 
  ※特定機能病院、200 床以上の病院、ＤＰＣ対象病院及び一般病棟７対１、10 対１入院基本料を算定している病院を除く 
 
 一般病棟入院基本料の届出について、病棟毎の届出を可能とする。 
 

 亜急性期入院医療管理料について看護配置等を緩和した評価を新設する。 
  (新)   亜急性期入院医療管理料１                １,７６１点（１日につき） 
  (新)   亜急性期入院医療管理料２                          １,６６１点（１日につき） 
  

[施設基準] 
看護職員配置が常時15対１ 
 

 チームで診療を行う入院基本料等加算について、専従要件を緩和した評価を新設する。 
  (新)   栄養サポートチーム加算                            １００点（週１回） 
  (新)   緩和ケア診療加算                                ２００点（１日につき） 
 
 １病棟のみの小規模な病院について、病棟に応じた評価を新設する。 
  (新)   特定一般病棟入院料                       13 対１入院料  １,１０３点 
                                   15 対１入院料       ９４５点 

地域に配慮した評価 
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